
 

 

 

 

 
 

 

令和 2 年 2 月 5 日  第 132 号 
  

                              浜田市農林業支援センター 
 

1月は「行く」、2月は「逃げる」、3月は「去る」と言われますが、1月もあっ

という間に終わり、2月も中旬にさしかかります。2月といえば「節分」、節分といえば、恵方に向かって太巻

きを食べる「恵方巻き」が有名ですが、そのほかにも地域によっては「いわし」や「豆腐」を食べるところも

あるそうです。皆さんのお住まいの地域ではいかがでしょうか。 

今年の冬は暖冬で雪がほとんど降らず、昨年に引き続き、春先から夏にかけて、水不足が心配されるところ

です。 

また、この時期、農業者の皆さんは、今年の作物の出来を左右する「土づくり」や「剪定作業」をされる方

も多いと思います。暖冬とはいえ、寒風にさらされる屋外での作業は体にこたえます。くれぐれも体調に気を

つけて、作業を行ってください。           （浜田市農林業支援センター長 石原孝光） 
 

    

                                       

１.各支援チームからの話題 1  
 

 新規就農者支援チーム （担当：石津
い し づ

・渡邊
わたなべ

） 
    

   

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 認定農業者支援チーム （担当：鎌原
かまはら

・石津
い し づ

） 

 

金城町の認定農業者 株式会社ベリーネで運営する「きんた農園ベ

リーネ」では、イチゴ狩りがオープンしています。 

観光農園には、「章姫（あきひめ）」「さちのか」「紅ほっぺ（べ

にほっぺ）」「もういっこ」と今回から新しく「よつぼし」が加わ

り 5 品種のイチゴが、ハウスの中で真っ赤に色付き、来園者をお待

ちしております。 

食べ放題 50 分で、ゆったりとできる入園時間となっています。摘

みたて新鮮な完熟イチゴの爽やかな甘みと酸味を、ぜひお楽しみく

ださい。観光農園は、予約制で、５月までとなっておりますのでお

早めにどうぞ。 

 また、併設されてる『ベリーネカフェ』もありますので 

ご利用ください。 

「てご」とは、方言で「手伝う 

（支援する）」という意味です。 

1 月 23 日(木)、『浜田地方農業研修生等と指導農業士の交流会』を開催しました。 

この研修会については、浜田市、江津市管内の指導農業士や農業研修生等との交流を図り、それぞれの

農業経営に活かしていただくために開催を行っています。 

今回の研修会では旭町で新規就農された 3 名の農家の方々を視察させていただき、浜田市内において意

見交換会を行い、今の悩みや今後の展望について語り合うことができ、大変有意義な会となりました。 

 

 

ごあいさつ 

左から 

服部剛士さん「ぶどう圃場」 

安原知宏さん「えごま搾油場」 

大江 正さん「赤梨圃場」 

 



 

 集落営農組織支援チーム （担当：渡邊
わたなべ

・的場
ま と ば

）  
 

  『農地中間管理機構』をみなさんはご存知ですか？ 

農地中間管理機構は平成 26 年度に全都道府県に設置された国の組織です。島根県にもありますが、まだまだ 

浜田市では知られていないような感じです。 

管理機構の取り組みには、農業者が高齢化や諸事情で農業をリタイアし、農地を誰かに貸したい時に相談を受け、

借りてくれる人を探すこと、地域農業の中心的な人や組織が利用権設定を行い農地をまとめること（農地の集積）、

就農相談、集落営農組織等の法人化推進などがあります。 

  今年度は特に「農地の集積」を進めるため、地域農業の中心的な人や組織のパワーアップに取り組みたいとのこ

とです。 

国は近年の農業政策で「農地の集積」を掲げていますが、中山間地域が多い浜田市では、担い手不足もあり、な

かなか集積が進まず、難しいなぁーと感じています。とは言え、嘆いてばかりではいけないので、農業者のみなさ

んの話を聞き、意見を交わしながら、農地中間管理機構とも連携を図って、集落営農組織の立ち上げや集落営農組

織の法人化等の取り組みを行っていきたいと思います。 

※農地中間管理機構の取り組みに関する問合せ先は、「しまね農業振興公社」電話：0852-20-2871 です。 
 

                                                        

２.「西条柿栽培講座」受講生募集 
浜田市の特産果樹である「西条柿」は、生産農家の高齢化等により、産地の維持が困難になっています。この 

ため、将来的に出荷を目的とした栽培を目指す人を育成するため、栽培講座を開催します。 

◇期間：4 月～1 月（年 10 回程度） ※平日に開催します。第１回目は 4 月下旬を予定しています。 

◇場所：三隅町東平原（現地までの交通手段の確保を条件とします） 

◇内容：西条柿栽培についての講義と実習 

◇申込・問合せ先：浜田市農林業支援センター TEL：22-3500 

◇申込〆切：令和 2 年 4 月 15 日（水） 
 

 

３.「ぶどう産地ツアー」参加者募集 
浜田市の特産果樹である「大粒ぶどう」は、新たな仲間作りを行い、産地の拡大に取り組んでいます。 

このため、将来的に出荷を目的とした栽培を目指す人を育成するきっかけとして、「ぶどうの産地ツアー」を開

催します。ふどう栽培をお考えの方は、ぜひ参加ください。 

◇日時・内容 

第 1 回： 花穂整形 令和 2 年 5 月 30 日（土）9：00～12：00 

第 2 回： 摘  粒 令和 2 年 6 月 20 日（土）9：00～12：00 

第 3 回： 収  穫 令和 2 年 9 月 5 日（土）9：00～12：00 

◇参加費   3,000 円/1 名 

◇場 所  金城町新開団地内 

◇申込〆切 令和 2 年 3 月 27 日（金） 

◇申込先  JA しまね いわみ中央地区本部 特産課 TEL：22-8818 
 

４．「令和２年産 水稲生産実施計画書兼水稲共済加入申込書兼変更届出書」

(細目書)の提出について  
浜田市農業再生協議会では、先月中旬に農業振興委員にお集まりいただき、令和２年産米の生産数量の目安、

水田活用の直接支払交付金助成や手続、記入方法等の「地区説明会」を行い、水稲作付等の事前の実施計画業務

を始めています。 

   3 月上旬には、令和２年産「水稲生産実施計画書兼水稲共済加入申込書兼変更届出書」を配布いたします。配 

布・集約は、農業振興委員にお願いしておりますので、期限までにご提出ください。 

 農作業で忙しくなる時期ですが、よろしくお願いします。 

 

当情報誌は、新規就農者、認定農業者、集落営農組織と関係機関の皆様に配信しています。

ご意見や掲載をご希望される場合は下記までご連絡ください。 
 

■ 発刊 浜田市農林業支援センター (農林振興課 普及支援係)  

〒697-8501  島根県浜田市殿町１番地 （ 浜田市役所 4階 ）   

TEL：0855-22-3500   FAX：0855-22-3477  

E-mail：n-shien＠city.hamada.lg.jp 


